
１　施設の概要

２　指定管理者の業務

３　施設の管理体制

名 名 名

４　施設の利用状況

別紙様式１

阿南市那賀川町刈屋ノ下

３月
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開館日・休館日等

　上記人数は、株式会社コート･ベール徳島の職員の状況である。
　出島野鳥公園については、専任の職員は不在であり、正規職員と臨時職員が兼務により対応し
ている。
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9479 1,083

県立出島野鳥公園 施設所在地

施設内容

利用料金等

①徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例第２条各号に掲げる業務
②野鳥公園の施設等の維持管理（知事が指定する補修等を除く。）に関する業務
③学習舎、テニスコートの利用の許可に関する業務
④テニスコートを利用する者の使用料の徴収に関する業務
⑤その他野鳥公園の管理に関し知事が必要と認める業務

指定管理者の業務内容

野鳥公園：無料、テニスコート：１時間４００円／面

年中無休

設置年月日

設置目的

令和５年度　指定管理者運営状況点検・評価シート

指定管理者名 株式会社コート･ベール徳島 指定期間 令和5年4月1日～令和10年3月31日

対象施設名

施設所管課 にぎわい政策課 【連絡先】 088-621-2148

計 25

平成１２年６月１６日（土地信託事業では平成７年７月２１日）

県南のスポーツ・レクリエーションの拠点、県南地域の振興

野鳥公園：野鳥園（９ha）、学習舎（１４０.３８㎡）、観察小屋２か所
多目的広場：芝生広場、野外ステージ、テニスコート（２面）、休憩所（１５.２４㎡）

管理体制

正職員 5 臨時職員 20
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料金収入
（千円）

４月 ５月
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２月 計３月８月 ９月 １０月 １１月

利用者数
（人）

令和５年度

前年度

前々年度

テニスコート

541 510

541 565

施設毎
利用料金収入
（千円）

令和５年度

前年度

前々年度

1,077

1,055

1,083

計

1,077

1,055
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５　収支の状況

６　コスト削減・サービス向上に関する取組状況

７　自主事業の取組状況
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2,700
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3,033

利用料金収入

100

5,921

-320

自主事業取組状況

　日本野鳥の会徳島県支部と連携・協力し、休日の探鳥会（野鳥の観察会）や、学習舎における
野鳥の写真展示などを行っている。

コスト削減の取組

　野鳥公園の樹木の剪定や芝生の管理等について、ゴルフ場のコース管理を委託している業者に
委託することでゴルフ場の管理機材とノウハウを活用している。また、職員や日本野鳥の会徳島
県支部の有志により清掃活動を行うなど、経費の節減に努めている。

サービス向上の取組

・野鳥を観察するための双眼鏡等の器具について、保管場所の整理・整頓を行うなど、利用者の
利便性を高める取組を行っている。
・(株)コート･ベール徳島のホームページで出島野鳥公園を紹介している。

収支

その他

計

支
出
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事業費

計

人件費

事業収入

その他

管理運営費

収
入

5,601指定管理料

（単位：千円）

5,601

令和３年度（前々年度）令和４年度（前年度）令和５年度項　目

5,601



８　管理運営業務に係る点検・評価

Ａ

　計画どおり適正に労働条件が確保されている。

⑦地域への貢献
　・地元雇用の状況
　・地元企業への業務委託

Ａ
　職員の地元雇用に努めている。
　維持管理業務については、地元企業に委託している。

　インターネット、パンフレット等を活用した情報発信
に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響で一時中止
していたアンケートを再開した。コート・ベール徳島の
ＨＰに貼られているバナーの表示が正式名称ではない。

　年１回程度、野鳥の会と管理運営面についての協議の
場を設けている。
　また、野鳥の会の協力により、観察会の実施や野鳥の
写真等を常設展示している。

③適正な維持管理
　・施設の保守管理・修繕
　・年間作業計画に基づく適正な維持管理
　・県備品等の適正な管理

⑤管理運営体制等
　・管理運営業務計画書
　・職員の配置、研修計画
　・諸規程の整備
　・利用料金の徴収、減免
　・モニタリングの実施状況

Ａ

　管理運営業務計画書に基づき、適正に管理運営がなさ
れている。
　利用料金の徴収は適正に行われており、外部委託につ
いても、県の許可を受け実施されている。

⑥職員体制
　・職員の労働条件

　毎日２回の巡回パトロールの実施により、安全・安心
の確保を優先した施設の運営に努めている。
　年間の管理運営事業計画に基づき、適正に維持管理さ
れている。県備品等についても適正な管理を行ってい
る。

④収支計画
　・収支計画の達成状況
　・コスト削減の状況
　・外部委託の状況 Ａ

　収支については、概ね計画どおりとなっている。
　また、樹木の剪定等を野鳥の会と協力して実施するな
ど、コスト削減に努めている。
　外部委託については、県内業者に発注している。

　自然災害や事故等への対応マニュアルが整備されてお
り、防災対策として避難訓練なども実施されている。
　個人情報保護方針を定めて個人情報の適切な管理に努
めている。

⑧地域との連携
　・地元団体等との連携

Ａ

⑨安全管理
　・安全管理体制、事故防止体制
　・災害等発生時の対応体制
　・マニュアルの整備、職員教育
　・個人情報保護への適正対応

Ａ

Ｂ

Ａ

②自主事業
　・計画した自主事業の実施

Ａ

項　　　　　　目 評　価 点　検　結　果

①利用者ニーズの把握・分析と利用促進
　・利用者ニーズの把握
　・利用者ニーズへの対応
　・施設の利用促進

　野鳥の会との意見交換を行うなど、地元団体等との連
携を図っている。



〈評価指標〉 Ｓ：協定書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ａ：概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。
Ｂ：協定書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫や努力が求められる。
Ｃ：管理運営が適正に行われたとは認められず、改善を要する。

※　項目については、事業計画書と整合性をはかる。

９　その他（今後の課題及び対応等）

⑩環境への配慮
　・環境対策の状況

Ａ
　野鳥の生育環境に配慮しつつ、より良い自然状態が保
たれるように努めている。

項　　　　　　目 評　価 点　検　結　果

総合評価 Ａ

　全体的に、概ね協定書の内容どおりの成果はあったと
考えられる。
　自主事業については、関係団体等と連携することによ
り、より一層の充実に努め、野鳥公園の役割を高めてい
くことが望まれる。

⑪その他
　・関係法令の遵守状況
　・情報公開請求への対応体制

Ａ
　関係法令等を遵守し、適正に管理されている。
　情報公開請求については、情報公開要綱を定め、速や
かな対応に努めている。

　テニスコートは、平成３０年度に人工芝の全面的な張替を行ったところであり、張替後の良好な状態を保つため、適
切な維持管理に努める。
　開園後２８年経過していることから、学習舎において経年劣化による屋根の被覆材剥離が進行している。また、汚水
槽についても、経年劣化していることから、点検及び汲み取り時に状態を注視していく必要がある。今後、指定管理者
と県で計画的に修繕を行っていく必要がある。
　西観察路の舗装下に侵入する根により凹凸箇所が増えているため、車椅子の利用に支障がないよう補修する必要があ
る。


